
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 実施計画に係る検査の受検 



Ⅶ-1 

Ⅶ 特定原子力施設の検査 

 

 実施計画における施設、保安のための措置及び特定核燃料物質の防護のための措置につ

いて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６４条の３第７項に基づ

く、原子力規制委員会が実施する検査を受検する。 


